
見直しを行う施設などの名称 問い合わせ先

１ きくちふるさと水源交流館、きくち暮らしお試し住宅 企画振興課 ☎（２５）７２５０

２ 行政財産使用料 施設マネジメント課 ☎（２５）７２０５

３ 西部市民センター 西部市民センター ☎（２５）２６２７

４ 泗水地域福祉センター 福祉課 ☎（２５）７２１３

５ 菊池老人福祉センター、七城老人福祉センター、七城ふれあいプラザ、旭志老人憩いの家（太陽の
家） 高齢支援課 ☎（２５）７２１６

６ 菊池観光物産館、泗水町特産物センター、旭志ふれあいセンター、ふれあい交流センター、迫龍ふ
れあいセンター、水迫里山の家、交流促進センター 農政課 ☎（２５）７２２１

７ 小原ほたる交流館 農林整備課 ☎（２５）７２２２

８ ふるさと創生市民広場、リバーサイドパーク、四季の里旭志、有朋の里泗水孔子公園 商工観光課 ☎（２５）７２２３

９ 道路占用料 土木課 ☎（２５）７２４１

１０

都市公園（菊池公園、ふれあい清流公園、憩いの森公園）、公園（鴨川河畔公園、亀尾城址公園、菊
池川河川公園、松島緑化公園、山崎緑化公園、高田緑化公園、加恵緑化公園、台城址公園、菊池西
郷南洲公園、横町ポケットパーク、切明ポケットパーク）

都市整備課 ☎（２５）７２４２

雇用促進住宅七城宿舎駐車場 都市整備課（住宅） ☎（２５）７２４３

11 菊池南中プール、武道場、木の研修交流施設 学校教育課 ☎（２５）７２３0

12 市民会館（文化会館、泗水ホール）、隈府一番地複合施設、木のふれあい館、地域食材交流センター 生涯学習課 ☎（２５）７２３２

13 公民館（中央公民館、七城公民館、旭志公民館、泗水公民館、龍門支館、花房支館、水源支館、迫間
支館、戸崎支館） 中央公民館 ☎（２５）１６７２

14

体育館（総合体育館、迫間体育館、菊之池体育館、河原体育館、龍門体育館、やまびこ体育館、七
城体育館、旭志体育館、泗水体育館、泗水第2体育館、泗水Ｂ＆Ｇ体育館）、弓道場、相撲場、泗水武
道館、グラウンド（戸崎グラウンド、重味グラウンド、やまびこグラウンド、小木グラウンド、水迫グ
ラウンド、河原グラウンド、龍門グラウンド、迫間グラウンド、七城総合グラウンド、旭志グラウンド、
泗水グラウンド、永南グラウンド）、七城運動公園、七城屋内スポーツセンター、ゲートボール場（菊
池ゲートボール場、七城北ゲートボール場）、プール（菊池プール、七城北プール、旭志Ｂ＆Ｇプール、
泗水Ｂ＆Ｇプール）、艇庫（旭志Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫、泗水東Ｂ＆Ｇセンター艇庫、泗水中央Ｂ＆Ｇ
海洋センター艇庫、泗水西Ｂ＆Ｇ海洋センター艇庫）、斑蛇口湖ボート場、各小中学校施設（運動場・
体育館）
※ 中央グラウンドは芝生広場に名称を変え、商工観光課の「ふるさと創生市民広場」の施設となり

ます。

社会体育課 ☎（２５）７２３４

15

エコヴィレッジ旭ごみ処分手数料（家庭系・事業系）
粗大ごみ処理手数料（旧泗水町の区域）※粗大ごみシール
直接搬入不燃ごみ処理手数料（旧菊池市、旭志村、七城町の区域）
市指定ごみ袋料金（ごみ処理手数料）
※消費税改正に伴い、手数料を外税方式に見直すものです。「菊池環境保全組合施設（東部清掃
工場、環境美化センター）」は、現行の組合条例が外税方式となっています（旧泗水町の区域）。

環境課 ☎（２５）７２１７

　市では、これまで安定したサービス提供のため、効率
的な施設運営や業務改善によるコスト縮減に努めてき
ました。しかし今後、施設の改築や大規模な改修にかか

る経費の増加が見込まれることや、消費税率の改定も
予定されているため、施設利用料などの見直しを行い
ます。皆さんのご理解・ご協力をよろしくお願いします。

施設利用料などが変わります！
10月から

【問い合わせ先】 財政課 ☎0968（25）7202　※見直しを行う施設などの詳細は下記問い合わせ先へ
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